
 

 

                

議案第７９号 

   東郷町少人数学級編制等の実施に係る任期付町費負担教員の任用等に

関する条例の一部改正について 

 東郷町少人数学級編制等の実施に係る任期付町費負担教員の任用等に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和７年１２月２３日提出       東郷町長 石 橋 直 季 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、任期付町費負担教員の給料月額等を改正する必要がある

からである。 

 

 



 

 

                 

 

   東郷町少人数学級編制等の実施に係る任期付町費負担教員の任用等に関する

条例の一部を改正する条例 

 東郷町少人数学級編制等の実施に係る任期付町費負担教員の任用等に関する条例

（令和４年東郷町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第２項中「おいて」の次に「、次に掲げる校務の種類に係る業務の困難

性並びに職務の級及び号給の別に応じて」を加え、同項に次の各号を加える。 

⑴ 学級（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校及び中学校

の特別支援学級を除く。）を担任する業務で教育委員会規則で定めるもの 

⑵ 前号に掲げるもの以外の校務 

 別表を次のように改める。



 

 

                 

 

別表（第５条関係） 

職務の級 

号給 

１級 ２級 

給料月額 給料月額 

１ ２１７，９００ ２３９，５００ 

２ ２２０，４００ ２４２，０００ 

３ ２２２，８００ ２４４，５００ 

４ ２２５，１００ ２４７，０００ 

５ ２２７，４００ ２４９，５００ 

６ ２２９，７００ ２５１，９００ 

７  ２３２，０００ ２５４，４００ 

８ ２３４，２００ ２５６，９００ 

９ ２３６，５００ ２５９，４００ 

１０ ２３８，７００ ２６１，０００ 

１１ ２４１，０００ ２６２，７００ 

１２ ２４３，２００ ２６４，３００ 

１３ ２４５，５００ ２６６，０００ 

１４ ２４７，６００ ２６７，４００ 

１５ ２４９，８００ ２６８，８００ 

１６ ２５１，９００ ２７０，３００ 

１７ ２５４，１００ ２７１，７００ 

１８ ２５５，９００ ２７２，９００ 

１９ ２５７，７００ ２７４，１００ 

２０ ２５９，４００ ２７５，４００ 

２１ ２６１，１００ ２７６，７００ 

２２ ２６２，５００ ２７７，８００ 

２３ ２６３，８００ ２７９，０００ 

２４ ２６５，０００ ２８０，２００ 

２５ ２６６，３００ ２８１，５００ 



 

 

                 

 

２６ ２６７，４００ ２８３，３００ 

２７ ２６８，５００ ２８５，０００ 

２８ ２６９，６００ ２８６，７００ 

２９ ２７０，９００ ２８８，５００ 

３０ ２７２，０００ ２９０，５００ 

３１ ２７３，１００ ２９２，８００ 

３２ ２７４，１００ ２９５，０００ 

３３ ２７５，３００ ２９７，３００ 

３４ ２７６，３００ ２９９，５００ 

３５ ２７７，３００ ３０１，８００ 

３６ ２７８，４００ ３０３，９００ 

３７ ２７９，７００ ３０６，０００ 

３８ ２８０，６００ ３０７，９００ 

３９ ２８１，６００ ３０９，９００ 

４０ ２８２，７００ ３１１，７００ 

４１ ２８４，０００ ３１３，６００ 

４２ ２８５，１００ ３１５，５００ 

４３ ２８６，２００ ３１７，３００ 

４４ ２８７，４００ ３１９，１００ 

４５ ２８８，３００ ３２０，８００ 

４６ ２８９，１００ ３２２，７００ 

４７ ２８９，９００ ３２４，４００ 

４８ ２９０，７００ ３２６，０００ 

４９ ２９１，３００ ３２７，７００ 

５０ ２９２，２００ ３２９，４００ 

５１ ２９２，９００ ３３１，３００ 

５２ ２９３，６００ ３３３，０００ 

５３ ２９４，４００ ３３４，３００ 



 

 

                 

 

５４ ２９５，２００ ３３６，３００ 

５５ ２９５，８００ ３３８，１００ 

５６ ２９６，６００ ３３９，９００ 

５７ ２９７，３００ ３４１，５００ 

５８ ２９８，１００ ３４３，５００ 

５９ ２９８，９００ ３４５，２００ 

６０ ２９９，５００ ３４６，９００ 

６１ ３００，１００ ３４８，７００ 

６２ ３００，９００ ３５０，４００ 

６３ ３０１，６００ ３５２，２００ 

６４ ３０２，１００ ３５３，９００ 

６５ ３０２，８００ ３５５，６００ 

６６ ３０３，５００ ３５７，０００ 

６７ ３０４，１００ ３５８，３００ 

６８ ３０４，８００ ３５９，６００ 

６９ ３０５，５００ ３６１，２００ 

７０ ３０６，２００ ３６２，７００ 

７１ ３０６，８００ ３６４，２００ 

７２ ３０７，５００ ３６５，８００ 

７３ ３０８，０００ ３６７，１００ 

７４ ３０８，６００  

７５ ３０９，４００  

７６ ３０９，９００  

７７ ３１０，５００  

７８ ３１１，１００  

７９ ３１１，７００  

８０ ３１２，３００  

８１ ３１２，８００  



 

 

                 

 

８２ ３１３，４００  

８３ ３１４，０００  

８４ ３１４，６００  

８５ ３１５，０００  

８６ ３１５，４００  

８７ ３１５，９００  

８８ ３１６，４００  

８９ ３１６，８００  

９０ ３１７，３００  

９１ ３１７，８００  

９２ ３１８，３００  

９３ ３１８，６００  

９４ ３１９，１００  

９５ ３１９，６００  

９６ ３２０，０００  

９７ ３２０，３００  

９８ ３２０，７００  

９９ ３２１，１００  

１００ ３２１，５００  

１０１ ３２２，０００  

１０２ ３２２，３００  

１０３ ３２２，６００  

１０４ ３２２，９００  

１０５ ３２３，１００  

１０６ ３２３，４００  

１０７ ３２３，７００  

１０８ ３２３，９００  

１０９ ３２４，１００  



 

 

                 

 

１１０ ３２４，３００  

１１１ ３２４，６００  

１１２ ３２４，９００  

１１３ ３２５，１００  

１１４ ３２５，３００  

１１５ ３２５，５００  

１１６ ３２５，８００  

１１７ ３２６，２００  

１１８ ３２６，４００  

１１９ ３２６，７００  

１２０ ３２７，０００  

１２１ ３２７，２００  

１２２ ３２７，４００  

１２３ ３２７，６００  

１２４ ３２７，９００  

１２５ ３２８，２００  

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の東郷町少人数学級編制等の実施に

係る任期付町費負担教員の任用等に関する条例（以下「改正後の条例」という。

）別表の規定は、令和７年４月１日から適用する。ただし、第１４条第２項の改

正規定は、令和８年１月１日から施行する。 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の東郷町少人数学級編制等の

実施に係る任期付町費負担教員の任用等に関する条例別表の規定に基づいて支給

された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 



 

議案の概要 

１ 改正理由 

  県費負担教員の給与月額改正に準じ、任期付町費負担教員の給料月額を改正す

るとともに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等

の一部改正に伴い、教員の職務の状況に応じた処遇の改善を行う必要があるから

である。 

２ 改正内容 

⑴   任期付町費負担教員の義務教育等教員特別手当の額を、業務の困難性や職務 

の級及び号給に応じて規則で定めること。（第１４条第２項関係） 

 ⑵ 任期付町費負担教員の給料月額を引き上げること。（別表関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ ２⑴については、令和８年１月１日から施行すること。 

 ⑵ ２⑵については、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用すること。 


